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有

料

広

告

犬
の
登
録
等
の
届
出
が

よ
り
便
利
に
！

１
１
０
番
は

緊
急
専
用
電
話
で
す

緊
急
性
の
な
い
相
談
で
１
１
０
番

回
線
が
ふ
さ
が
る
と
、
一
刻
を
争

う
事
件
・
事
故
の
対
応
が
遅
れ
ま

す
。
正
し
く
１
１
０
番
を
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。

●
電
話
以
外
の
通
報
シ
ス
テ
ム

▼
メ
ー
ル　

tottori110pipopa
@
view

.ocn.ne.jp

▼
Ｆ
Ａ
Ｘ　

０
１
２
０
―
８
５
７

―
１
１
０

▼
「
１
１
０
番
ア
プ
リ
」

●
緊
急
性
の
な
い
場
合
の
連
絡
先

▼
米
子
警
察
署（
☎
33
―
０
１
１
０
）

▼
警
察
総
合
相
談（
☎
＃
９
１
１
０
、

☎
０
８
５
７
―
27
―
９
１
１
０
）

問
米
子
警
察
署（
☎
33
―
０
１
１
０
）

土
地
を
適
切
に

管
理
し
て
く
だ
さ
い

土
地
は
所
有
者
の
責
任
で
管
理
し

て
く
だ
さ
い
。
土
地
の
管
理
が
困

難
な
場
合
は
、
次
の
よ
う
な
制
度

を
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

●
米
子
市
空
家
・
空
地
管
理
事
業

者
登
録
・
紹
介
制
度

除
草
・
せ
ん
定
な
ど
が
行
え
る
業

者
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

●
ふ
る
さ
と
納
税
制
度

返
礼
品
と
し
て
、
除
草
等
の
サ
ー

ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。

●
空
き
家
・
空
き
地
バ
ン
ク

利
用
予
定
の
な
い
空
き
地
を
活
用

し
た
い
方
に
情
報
提
供
し
ま
す
。

問
環
境
政
策
課（
☎
23
―
５
２
５

７
）

犬
の
登
録
等
の
届
出
が
、
１
月
か

ら
生
活
年
金
課
で
も
行
え
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

●
届
出
内
容

・
犬
の
新
規
登
録
・
鑑
札
交
付

・
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
の
交
付

●
届
出
場
所

▼
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
２
階　

環

境
政
策
課

▼
市
役
所
本
庁
舎
１
階　

生
活
年

金
課

▼
淀
江
支
所　

地
域
生
活
課

問
環
境
政
策
課（
☎
23
―
５
２
５

７
）

公
民
館
で
各
種
証
明
書
を

受
け
取
れ
ま
す

●
受
け
取
れ
る
証
明
書

住
民
票
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載

し
て
あ
る
も
の
は
簡
易
書
留
に
よ

り
郵
送
）、
住
民
票
記
載
事
項
証

明
書
、
印
鑑
登
録
証
明
書
、
戸
籍

謄
抄
本
、
戸
籍
の
附
票
、
身
分
証

明
書
、
住
民
異
動
届
、
所
得
・
課

税
証
明
書
、
固
定
資
産
評
価
・
課

税
証
明
書

●
受
付
・
受
取
場
所　

各
公
民
館
（
啓
成
、
明
道
、
就
将
、

義
方
、
淀
江
、
大
和
、
宇
田
川
公

民
館
を
除
く
）

●
受
付
時
間　

平
日　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時　

※
公
民
館
の
臨
時
休
館
日
を
除
く
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の

本
人
確
認
書
類
、
手
数
料

※
印
鑑
登
録
証
明
書
を
申
請
さ
れ

る
場
合
は
、
印
鑑
登
録
証

●
受
取
日　

翌
開
館
日

※
午
後
３
時
30
分
以
降
の
受
付
分

は
翌
々
開
館
日

問
市
民
課
（
☎
23
―
５
１
４
１
、

23
―
５
３
９
８
）
※
所
得
・

課
税
証
明
書
、
固
定
資
産
評
価
・

課
税
証
明
書
の
こ
と
は
市
民
税
課

（
☎
23
―
５
１
１
１
、

23
―
５

３
９
７
）

「
み
ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム

戦
略
」を
策
定
し
ま
し
た

農
林
水
産
業
で
は
、
生
産
者
の
減

少
や
地
球
温
暖
化
等
の
課
題
に
対

応
す
る
た
め
、
持
続
可
能
な
食
料

生
産
の
仕
組
み
の
構
築
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。農
林
水
産
省
は「
み

ど
り
の
食
料
シ
ス
テ
ム
戦
略
」
を

策
定
し
、
革
新
的
な
技
術
で
、
農

林
水
産
業
の
生
産
力
向
上
と
持
続

性
の
両
立
を
め
ざ
し
ま
す
。

問
中
国
四
国
農
政
局
鳥
取
県
拠
点

地
方
参
事
官
室
（
☎
０
８
５
７
―

22
―
３
１
３
１
）

冬
の
高
速
道
路
を

安
全
に
走
行
す
る
た
め
に

●
冬
用
タ
イ
ヤ
で
走
る

必
ず
冬
用
タ
イ
ヤ
で
走
り
ま
し
ょ

う
。
空
気
圧
の
確
認
や
溝
の
減
り

具
合
の
確
認
も
お
忘
れ
な
く
。

●
天
気
予
報
や
交
通
状
況
を
確
認

事
前
に
雪
道
情
報
や
気
象
情
報
を

確
認
し
て
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

●
時
間
に
は
ゆ
と
り
を
も
っ
て

急
発
信
、急
ハ
ン
ド
ル
、急
ブ
レ
ー

キ
は
危
険
で
す
。
ス
ピ
ー
ド
は
控

え
め
に
走
行
し
て
く
だ
さ
い
。

●
チ
ェ
ー
ン
を
携
行
し
て

チ
ェ
ー
ン
規
制
区
間
は
、
チ
ェ
ー

ン
を
装
着
し
な
い
と
冬
用
タ
イ
ヤ

で
も
通
行
で
き
ま
せ
ん
。
チ
ェ
ー

ン
を
携
行
し
て
く
だ
さ
い
。

問
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ
西
日
本
お
客
様
セ

ン
タ
ー
（
☎
０
１
２
０
―
９
２
４

―
８
６
３
）
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講
座
講
演

「保険金が使える」にご用心
　突然、自宅に訪問し「火災・地
震保険を使って住宅修理ができ
る」と勧誘する業者とのトラブル
が市内で急増しています。
　「保険金が使える」と言われた
ら、ご加入の損害保険会社などに
相談しましょう。
　ご心配・ご不
安なことがあれ
ば一人で悩ま
ず、消費生活相
談室にご相談く
ださい。
■問い合わせ
米子市消費生活相談室
（☎３５ー６５６６）
消費者ホットライン（☎１８８）

認
知
症
の
人
を
介
護
す
る

家
族
の
つ
ど
い

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
催
し
が
中
止
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
催
者
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

体
力
づ
く
り
歩
け
歩
け
大
会

（
半
日
コ
ー
ス
）

米
子
市
消
防
出
初
式

米
子
市
民
ス
キ
ー
大
会

催
し

第
47
回
米
子
市
人
権
・

同
和
教
育
研
究
集
会

有

料

広

告

ロ
シ
ア
料
理
教
室

●
と
き　

１
月
29
日
㈯　

午
前
10

時
〜
午
後
２
時

●
内
容　

ロ
シ
ア
の
家
庭
料
理

●
と
こ
ろ　

米
子
市
文
化
活
動
館

●
講
師　

パ
ル
フ
ェ
ー
ベ
ツ
・
オ

リ
ガ
さ
ん

●
受
講
料　

５
０
０
円
（
別
途
材

料
実
費
必
要
）

●
準
備　

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾
、

筆
記
用
具
、
マ
ス
ク

●
申
込
開
始
日　

１
月
６
日
㈭
午

前
９
時
〜　

※
定
員
に
な
り
次
第

締
切
。（
定
員
12
人
、
電
話
申
込
）

問
米
子
市
文
化
活
動
館
（
☎
34
―

５
１
５
４
）

●
と
き　

１
月
９
日
㈰　

▼
式
典　

午
前
10
時
〜
（
会
場
：

米
子
市
文
化
ホ
ー
ル
）

▼
一
斉
放
水　

午
前
11
時
50
分
〜

（
会
場
：
米
子
港
ふ
頭
）

問
防
災
安
全
課（
☎
23
―
５
３
３

８
、

23
―
５
３
８
７
）

●
と
き　

２
月
11
日
㈮
・
㈷　

●
と
こ
ろ

▼
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
競
技
／
大

山
林
間
コ
ー
ス

▼
ア
ル
ペ
ン
競
技
／
だ
い
せ
ん
ホ

ワ
イ
ト
リ
ゾ
ー
ト

●
参
加
資
格　

小
学
生
以
上
の
米

子
市
民

●
参
加
料

▼
一
般
・
高
校
生　

２
５
０
０
円

▼
小
・
中
学
生　

１
０
０
０
円

●
申
込
方
法　

●
と
き　

２
月
13
日
㈰　

午
前
８

時
30
分　

米
子
市
役
所
集
合　

●
と
こ
ろ　

河
崎
公
民
館
（
行
程

９
㎞
）　

※
無
料
、
申
込
不
要

問
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課（
☎
23
―
５

４
２
６
、

23
―
５
４
１
４
）

●
と
き　

１
月
11
日
㈫
、
２
月
８

日
㈫　

午
前
10
時
〜
正
午

●
と
こ
ろ　

米
子
市
立
図
書
館

●
参
加
料　

無
料　

※
申
込
不
要

※
若
い
方
の
認
知
症
に
関
す
る
電

話
相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問
認
知
症
の
人
と
家
族
の
会 

鳥

取
県
支
部
（
☎
37
―
６
６
１
１
、

30
―
２
９
８
０
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
、
事
前
に
録
画
し

た
講
演
の
配
信
と
上
映
会
を
行
い

ま
す
。事
前
の
申
込
が
必
要
で
す
。

●
と
き　

１
月
23
日
㈰
、
25
日
㈫

　

午
後
１
時
30
分
〜　

●
と
こ
ろ　

米
子
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ

ン
セ
ン
タ
ー　

小
ホ
ー
ル

●
講
演
１
「
ネ
ッ
ト
上
の
部
落
差

別
―
部
落
差
別
と
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
は
関
係
な
い
？ 

―
」

▼
講
師　

金　

尚
均
さ
ん
（
龍
谷

大
学
法
学
部
教
授
）

●
講
演
２
「
誰
も
取
り
残
さ
な
い

社
会
へ
〜
コ
ロ
ナ
禍
の
経
験
を
ふ

ま
え
て
〜
」

▼
講
師　

松
波　

め
ぐ
み
さ
ん

（
大
阪
大
学
非
常
勤
講
師
）

●
申
込
方
法　

申
込
書
を
提
出
。

（
申
込
書
：
人
権
政
策
課
で
配
布
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

問
人
権
政
策
課（
☎
23
―
５
４
１

５
、

37
―
３
１
８
４
）

申
込
書
を
持
参
・
郵
送
・
Ｅ
メ
ー

ル
の
い
ず
れ
か
で
提
出
。

申
込
書
：
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
で
配

布
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

●
申
込
先　

よ
な
ご
山
荘

（
〒
６
８
３
―
０
０
５
５　

米
子

市
冨
士
見
町
２
丁
目
１
４
９
）

●
申
込
締
切　

２
月
５
日
㈯

問
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課（
☎
23
―
５

４
２
６
、

23
―
５
４
１
４
）
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米
子
市
交
通
安
全
指
導
員

令
和
４
年
度

学
校
給
食
用
物
資
納
入
業
者

募
集

公
民
館
職
員

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
米
子

３
月
入
所
生（
離
職
者
対
象
）

●
職
種　

主
事（
会
計
年
度
任
用

短
時
間
勤
務
職
員
）

●
職
務
内
容　

公
民
館
の
管
理
・

運
営
、
事
業
の
実
施
等

●
募
集
人
数　

２
人
程
度

●
採
用
予
定
日　

４
月
１
日

●
募
集
期
間　

１
月
12
日
㈬
〜
25

日
㈫　

※
当
日
消
印
有
効

●
試
験
日　

２
月
５
日
㈯

●
試
験
科
目　

作
文
・
面
接

●
申
込
方
法　

受
験
申
込
書
を
提

出
。
受
験
案
内
は
生
涯
学
習
課
と

各
公
民
館
に
て
配
布
。

問
生
涯
学
習
課（
☎
23
―
５
４
４

２
、

23
―
５
５
６
８
）

隣
保
館
指
導
職
員

●
職
種　

会
計
年
度
任
用
短
時
間

勤
務
職
員

●
職
務
内
容　

隣
保
館
運
営
業
務

●
募
集
人
数　

２
人
程
度

●
採
用
予
定
日　

４
月
１
日

●
募
集
期
間　

１
月
12
日
㈬
〜
31

日
㈪　

※
当
日
消
印
有
効

●
試
験
日　

２
月
６
日
㈰

●
試
験
科
目　

作
文
・
面
接

●
申
込
方
法　

受
験
申
込
書
と
自

己
紹
介
カ
ー
ド
を
人
権
政
策
課
に

提
出
。
受
験
案
内
・
受
験
申
込
書
・

自
己
紹
介
カ
ー
ド
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
可
能
。

●
応
募
資
格　

社
会
福
祉
主
事
の

資
格
や
社
会
福
祉
事
業
に
２
年
以

上
従
事
し
た
程
度
の
能
力
を
有
す

る
方
、
普
通
自
動
車
運
転
免
許
を

有
す
る
方
、
パ
ソ
コ
ン
の
基
本
的

な
操
作（
文
章
作
成
や
表
計
算
ソ

フ
ト
の
入
力
）が
で
き
る
方

問
人
権
政
策
課（
☎
23
―
５
２
５

１
、

37
―
３
１
８
４
）

人
権
教
育
推
進
員

●
職
種　

会
計
年
度
任
用
短
時
間

勤
務
職
員

●
職
務
内
容　

人
権
問
題
に
関
す

る
教
育
啓
発
活
動
等

●
募
集
人
数　

１
人
程
度

●
採
用
予
定
日　

４
月
１
日

●
募
集
期
間　

１
月
12
日
㈬
〜
31

日
㈪　

※
当
日
消
印
有
効

●
試
験
日　

２
月
６
日
㈰

●
試
験
科
目　

作
文
・
面
接

●
申
込
方
法　

受
験
申
込
書
と
自

己
紹
介
カ
ー
ド
を
人
権
政
策
課
に

提
出
。
受
験
案
内
等
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
可
能
。

●
応
募
資
格　

普
通
自
動
車
免
許

を
有
す
る
方
、
パ
ソ
コ
ン
の
基
本

的
な
操
作（
文
章
作
成
や
表
計
算

ソ
フ
ト
の
入
力
）が
で
き
る
方

問
人
権
政
策
課（
☎
23
―
５
４
１

５
、

37
―
３
１
８
４
）

交
通
安
全
指
導
員
は
、
通
園
・
通

学
路
の
危
険
箇
所
で
の
誘
導
や
交

通
安
全
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
を
事
故
か
ら
守
る
や

り
が
い
の
あ
る
仕
事
で
す
。

問
生
活
年
金
課（
☎
23
―
５
３
７

６
、

23
―
５
３
９
１
）

●
購
入
物
資（
品
目
ご
と
に
募
集
）

野
菜
類
、
果
物
類
、
調
味
料
類
、

乾
物
類
、
麺
類
、
食
肉（
お
よ
び

そ
の
加
工
品
）、練
製
品
、豆
製
品
、

卵
類
、
油
脂
類
、
缶
詰
類
、
冷
凍

食
品
、
魚
介
類
、
乳
類
、
も
や
し
、

こ
ん
に
ゃ
く

●
申
込
期
間　

１
月
17
日
㈪
〜
27

日
㈭

問
米
子
市
学
校
給
食
会
（
☎
37
―

３
０
０
５
）

●
ビ
ジ
ネ
ス
ス
キ
ル
講
習
付
住
宅

リ
フ
ォ
ー
ム
技
術
科（
７
か
月
訓

練
）
／
定
員　

５
人
／
訓
練
期
間

　

３
月
１
日
㈫
〜
９
月
30
日
㈮

●
産
業
技
術
科（
６
か
月
訓
練
）

／
定
員　

12
人
／
訓
練
期
間　

３

月
１
日
㈫
〜
８
月
29
日
㈪

●
ビ
ル
管
理
技
術
科（
６
か
月
訓

練
）
／
定
員　

15
人
／
訓
練
期
間

　

３
月
１
日
㈫
〜
８
月
29
日
㈪

●
募
集
期
間　

１
月
11
日
㈫
〜
２

月
８
日
㈫

●
入
所
資
格　

求
職
中
の
方

●
受
講
料　

無
料
（
テ
キ
ス
ト
代

等
の
実
費
は
必
要
。）

●
申
込
先　

最
寄
り
の
公
共
職
業

安
定
所（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
）

問
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
米
子（
☎

27
―
５
１
１
５
、

27
―
０
９
８

０
）

ご意見を募集します
■教育振興基本計画素案
▶計画概要
米子市教育委員会が中長期的にめざすべき
姿や方向性等を示す本市教育の基本指針と
して、このたび改訂し令和４年度からス
タートする基本計画

▶募集期限　１月16日（日）
▶意見提出方法
「パブリックコメント記入用紙」に意見を
記入し、郵送、FAX、持参、Eメールで提出。

▶資料の閲覧場所
こども政策課または市ホームページ

問こども政策課
（☎ 23ー5421、 23ー5137）

■子どもの読書活動推進ビジョン
▶計画概要
子どもの読書活動を推進するための「子ど
も読書活動推進ビジョン」の第４次計画

▶募集期間　１月20日（木）～２月21日（月）
▶意見提出方法
意見用紙または任意の用紙に意見を記入
し、住所・氏名・電話番号を明記のうえ、
郵送、FAX、持参、Eメールで提出。

▶資料の閲覧場所
生涯学習課、米子市立図書館、米子市児童
文化センター、市ホームページなど

問生涯学習課
（☎ 23ー5443、 23ー5568）



19

■相談名　内容／予約／日時／場所／問合せ先

■法テラス無料法律相談会
法律問題全般。米子市在住または在勤の方で資
力が一定額以下の方が対象（１件30分）／要予
約／ 17日（月）午後２時～４時／市役所本庁舎
４階 402会議室／申込先：法テラス鳥取（☎
050－3383－5495）／問生活年金課（☎ 23
－5378、 23－5391）
■法律相談センター米子
法律問題全般（１件30分5,000円）※多重債
務の相談は無料／要予約／毎週火曜日午後１時
30分～４時、毎週金曜日午前10時30分～午後
０時30分／米子しんまち天満屋４階／問鳥取県
弁護士会米子支部（☎ 23－5710）
■多重債務・法律相談会
多重債務や借金など（１件30分）／要予約／
20日（木）午後１時30分～３時／米子コンベン
ションセンター会議室／問鳥取県西部消費生活
相談室（☎ 34－2648、 34－2670）
■高齢者なんでも無料電話相談
高齢者の相続、財産管理、介護など／毎週月・
木曜午後１時30分～４時／☎ 0120－65－
3948 ／問高齢者支援センターとっとり （☎
0857－22－3912）
■米子市消費生活相談室
買い物のトラブル、架空請求など／平日午前８
時30分～午後５時／市役所本庁舎１階消費生
活相談室／問米子市消費生活相談室（☎ 35－
6566）

法律・くらし

■行政相談
予約不要／７日（金）、24日（月）、２月14日（月）
午後１時～４時／市役所本庁舎４階 402会議室
／問生活年金課（☎ 23－5378、 23－5391）
■行政書士無料相談会
相続、成年後見、交通事故など／要予約／８日（土）
午前10時～午後２時／米子市立図書館１階対面
朗読室／問鳥取県行政書士会事務局（☎ 0857－
24－2744）

行政

■人権擁護委員による人権相談
人権擁護委員が人権問題の相談に応じます。／
予約不要／ 11日（火）、２月10日（木）午後
１時～４時／市役所第２庁舎１階相談室／問人
権政策課（☎ 23－5415、 37－3184）※
鳥取地方法務局米子支局でも相談に応じます。
（平日）（☎ 0570－003－110）
■こころの相談会
要予約／ 12日（水）午後２時～４時／米子市立
図書館／問ライフサポートセンターとっとり（☎
0120－82－5858、 0857－32－5454）

人権・こころ

■起業・経営なんでも相談会
要予約／９日（日）午後 1時～ 5時／米子市立
図書館／問米子市立図書館（☎ 22－2612）

■よなご若者サポートステーション
要予約／ 13日（木）午後 1 時30分～３時30
分／米子市立図書館／問よなご若者サポートス
テーション（☎ 21－5678、 21－5679）

■ビジネス情報相談会
要予約／ 21日（金）午後 1時～３時／米子市立
図書館／問米子市立図書館（☎ 22－2612）

■特許無料相談
要予約／ 21日（金）午後 1時～４時／米子市立
図書館／問米子市立図書館（☎ 22－2612）

ビジネス

有

料

広

告


